
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

四
三
二

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

四
三
二

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

四
三
三

公

告

○
福
島
県
准
看
護
師
試
験
を
実
施
す
る
件

四
三
三

○
地
域
森
林
計
画
の
案
を
定
め
た
件

四
三
四

○
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
を
定
め
た
件
三
件

四
三
四

告

示

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
令
和
三
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

１

太
陽
の
国
ク
リ
ニ
ッ
ク
手
数
料
収
納
の
事
務

２

太
陽
の
国
交
流
セ
ン
タ
ー
使
用
料
収
納
の
事
務

３

福
島
県
勤
労
身
体
障
が
い
者
体
育
館
使
用
料
収
納
の
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
福
島
県
社
会
福
祉
事
業
団

２

所
在
地

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
上
上
野
原
五
番
地
三

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
保
健
福
祉
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
広
野

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
北
田

変
更
前

Ａ

三
・
四
〜

三
〇
六
五
・
〇

小
高
線

字
天
神
原
一
番
一
地
先
か

三
九
・
〇

ら同

郡
同

町
大
字
下
繁

岡
字
南
代
四
七
番
四
地
先

ま
で

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
山
田

Ｂ

一
一
・
〇
〜

四
七
七
〇
・
〇

浜
字
坂
下
一
二
番
一
地
先

二
〇
〇
・
〇

か
ら

同

郡
同

町
大
字
下
繁

岡
字
一
丁
坪
一
番
一
地
先

ま
で

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
井
出

変
更
後

Ａ

五
・
〇
〜

一
七
〇
七
・
三

字
小
田
前
一
二
七
番
一
地

三
九
・
〇

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
下
繁

岡
字
南
代
四
七
番
四
地
先

ま
で

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
山
田

Ｂ

一
一
・
〇
〜

四
七
七
〇
・
〇

浜
字
坂
下
一
二
番
一
地
先

二
〇
〇
・
〇

か
ら

同

郡
同

町
大
字
下
繁

岡
字
一
丁
坪
一
番
一
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
小

変
更
前

一
二
・
五
〜

一
八
・
八

二
八
九
号

林
字
上
平
一
四
三
六
番
二

一
五
・
〇

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
小

変
更
後

一
五
・
〇
〜

一
八
・
八

林
字
上
平
一
四
三
六
番
一

一
八
・
〇

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
矢
祭

東
白
川
郡
塙
町
大
字
台
宿

変
更
前

一
一
・
一
〜

七
四
・
八

山
八
槻
線

字
台
宿
二
三
四
番
一
地
先

二
三
・
五

か
ら

同

郡
同
町
大
字
台
宿

変
更
後

一
一
・
一
〜

七
四
・
八

字
北
原
一
四
二
番
地
先
ま

二
三
・
五

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
矢
祭
山
八
槻
線

東
白
川
郡
塙
町
大
字
台
宿
字
台
宿
二
三

令
和
三
年
一
〇
月
一
九
日

四
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同
町
大
字
台
宿
字
北
原
一
四

二
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
二
百
一
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

三
年
度
福
島
県
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

試
験
期
日

令
和
四
年
二
月
十
五
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分
開
始

二

試
験
場
所

郡
山
市
南
二
丁
目
五
十
二
番
地

福
島
県
産
業
交
流
館
（
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま
）

三

提
出
書
類

１

受
験
願
書

２

写
真

出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
受
験
用
写
真
台
紙
に
貼
り

付
け
る
こ
と
。

３

受
験
資
格
を
証
す
る
書
類

㈠

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
規

───────────────────────────────────────────────────────────
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則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

㈡

受
験
願
書
の
受
付
期
間
内
に
規
則
第
二
十
七
条
第
二
号
の
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を

添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
当
該
証
明
書
に
代
え
て
修
業
見
込
証
明
書
又
は
卒
業
見
込

証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
者
が
令
和
四
年
三
月
十
日
（
木
）
ま
で
に
修
業
証

明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
い
と
き
は
、
試
験
結
果
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
試
験
は
無
効
と
す
る
。

四

受
験
手
数
料

六
千
九
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消

印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で
に
郵
送
（
書
留
郵
便
）
又
は
持
参
の
こ
と
（
郵

送
の
場
合
は
、
令
和
三
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。
）
。

六

受
験
願
書
の
提
出
先

福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
（
郵
便
番
号
九
六
〇
―
八
六
七
〇
）

電
話

〇
二
四
―
五
二
一
―
七
二
二
二
（
直
通
）

七

そ
の
他

１

受
験
願
書
用
紙
等
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
准
看
護
師
試
験
願
書
請
求
」

と
朱
書
し
て
百
四
十
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
前
記
受
験
願
書

の
提
出
先
へ
請
求
す
る
こ
と
。

２

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策

室
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

公
告
第
二
百
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
森
林
計

画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
た
て
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

会
津
地
域
森
林
計
画
書
案

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
計
画
課
、
福
島
県
会
津
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部
及
び

福
島
県
南
会
津
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部

（
森
林
計
画
課
）

公
告
第
二
百
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
磐
城
森
林
計

画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

磐
城
地
域
森
林
計
画
書
変
更
案

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
計
画
課
、
福
島
県
相
双
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部
、
福

島
県
相
双
農
林
事
務
所
富
岡
林
業
指
導
所
及
び
福
島
県
い
わ
き
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部

（
森
林
計
画
課
）

公
告
第
二
百
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
阿
武
隈
川
森

林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

阿
武
隈
川
地
域
森
林
計
画
書
変
更
案

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
計
画
課
、
福
島
県
県
北
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部
、
福

島
県
県
中
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部
及
び
福
島
県
県
南
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部

（
森
林
計
画
課
）

公
告
第
二
百
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥
久
慈
森
林

計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
十
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

奥
久
慈
地
域
森
林
計
画
書
変
更
案

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所
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画
課
及
び
福
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県
県
南
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部

（
森
林
計
画
課
）


